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ソ ン グ “それでこそロータリー” 
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ビ ジ タ ー 紹 介  親 睦 委 員 長 
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会 長 の 時 間  風 井 啓 二 会 長 

幹 事 報 告  川 元  正 幹 事 

委 員 会 報 告  各 委 員 長 

ゲ ス ト 紹 介  髙 山 真 男 さ ん 

ス ピ ー チ 「無意識から有意識へ」 片 川  淳 氏 
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次 週 予 告 

 

１１月２７日(水)１８：３０～ 会場 洋亭マスヨシ 

夫人同伴夜間例会 

 

会 長 の 時 間 

 

幹  事  報  告 

１．当クラブ例会変更 

   ☆夫人同伴夜間例会 

     とき：１１月２７日(水)１８：３０～ 

     会場：洋亭マスヨシ         ※現地集合です。 

２．他クラブ例会変更 

☆徳山セントラルロータリークラブ 

とき：１２月 ２日(月) 職場例会 

☆周南西ロータリークラブ 

     とき：１２月１７日(火) 夜間例会 

   ☆徳山ロータリークラブ 

     とき：１２月１９日(木) 夜間例会 

３．受領物 

⬧ RIより 2019 年 10月理事会におけるローターアクト関連の重要な決定について 

⬧ 松星苑だより 

委 員 会 報 告 

（青少年奉仕）本日はコインボックスデーです。ご協力よろしくお願いします｡ 

（例会運営） 

◎前回（１１月１３日）メーキャップ者、及び欠席者 

沖本さん（  ）三浦(淳)さん（  ）棟居(伸)さん（  ）山脇さん（  ）   

 

 

第 2,539回例会  №20 

2019.11.20（11月第 3例会） 

ロータリーの未来を語り、礎を築こう 
国際ロータリー2710地区ガバナー 晝田 眞三 
地域と共に歩むロータリー 

徳山東ＲＣ会長 風井啓二 
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2019年 10月理事会におけるローターアクト関連の重要な決定事項 

 

2019 年規定審議会は、国際ロータリーの組織規程を改正し、ローターアクトクラブが国

際ロータリーの加盟クラブに含まれることになりました。 

 

10月理事会会合でのローターアクトに関する大きな変更事項は以下の通りです。 

「ロータリー章典」への変更事項（2020年 7月 1 日から有効） 

➢ ローターアクトクラブは、スポンサークラブ（提唱クラブ）の有無に関わらず新し

いクラブを設立できるようになります。 

➢ ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブをスポンサークラブとして

選ぶことができるようになります。 

➢ ローターアクトクラブには、18 歳以上すべての若い成人が入会できるようになり

ます。 

➢ ローターアクトに関する方針は、第 5章「プログラム」の部分から移され、改定後

の第 2章「クラブ」の部分に記載されます。 

➢ 方針に関する変更事項に基づき、「標準ローターアクトクラブ定款」ならびに「推奨

ローターアクトクラブ細則」が改定されます。 

➢ すべての地区委員会にローターアクターを加えることがロータリー地区に奨励さ

れます。 

➢ ローターアクターは今後、人頭分担金を支払うことになりますが、その額と支払時

期は未定です。 


